
福岡県新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業費補助金 

交付要綱 

 

 （通則） 

第１条 福岡県新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業費補助金（以

下「補助金」という。）については、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、そ

の交付については、福岡県補助金等交付規則（昭和33年福岡県規則第５号）に定める

もののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生し、院内感染に対応 

するために空床や休床を確保した医療機関に対して支援を行うことにより、新型コロ

ナウイルス感染症患者の受入に伴う経営上の不安を払拭し、新型コロナウイルス感染

症患者等入院医療機関の拡充を図ることを目的とする。 

 

 （交付の対象） 

第３条 この補助金の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症患者の受入実績が

ある医療機関（以下「事業者」という。）において、院内感染により入院した陽性患

者の退院後、空床にする必要がある病床及び院内感染の発生に伴う病室の閉鎖などの

事情により休止せざるを得ない病床に対する空床確保等に必要な経費のうち、知事が

認める経費（以下「対象経費」という。）とし、基準額、対象経費及び補助率につい

ては、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の

対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団 

(2) 法第２条第６号に規定する暴力団員が役員となっている団体 

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員となっている団体 

(4) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 

ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

イ 暴力団員が実質的に運営している団体 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体 

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約 

 を締結している団体 

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

３ この補助金の交付の対象となる期間は、補助金の交付決定の時期に関わらず令和５

年10月１日から令和６年３月31日までとする。 



 

（補助金の算定方法） 

第４条 補助金の交付額は、次により算出された額（1,000円未満の端数が生じた場合

はこれを切り捨てた額）に別表の第３欄に定める補助率を乗じた額とする。 

(1) 別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較 

して少ない方の額を選定する。 

(2) 前号により選定された額と総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額

  を控除した額を比較して少ない方の額を選定する。 

 

 （交付の条件） 

第５条 補助金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 

(1) 対象経費の配分又は事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、事業

内容変更承認申請書（様式第１号）により知事の承認を受けなければならない。 

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

  速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。）第14条第１項第２号の規定によ

り、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの

補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取

壊し、又は廃棄してはならない。 

(5) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならない。 

(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の

中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了

後５年間保管しておかなければならない。 

  ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産が

ある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は施行令

第14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日の

いずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

(8) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方

  消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。） 

は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第２号）により速やか 



に、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月20日までに知事に報告し 

なければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等） 

  であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等） 

で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告 

内容に基づき報告を行うこと。 

(9) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を

県に返還しなければならない。 

(10) 地方公共団体以外の事業者が事業を行うために締結する契約については、一般 

競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

(11) 事業者は、この補助金の対象経費と重複して、他の補助金等の交付を受けては 

ならない。 

（12) 院内感染収束後は積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ

ること。 

（13) 医療機関等情報支援システム（G-MIS）に病床の使用状況及び受入可能病床数等

の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握できるようにするこ

と。 

（14) その他交付の条件については、「令和５年度新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援事業（医療分）の実施についての一部改正について」（令和５年９月29日医

政発0929第３号、感発0929第３号、医薬発0929第12号厚生労働省医政局長、厚生

労働省健康・生活衛生局感染症対策部長、厚生労働省医薬局長連名通知）の、別紙

「令和５年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）実施要綱に

定めるところによるものとする。 

 

（申請手続） 

第６条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（様式第３号）

を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは、交付決定を行い、交付決定通知書（様式第４号）により事業者に通知

するものとする。 

 

（変更申請手続） 

第７条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申

請等を行う場合には、変更交付申請書（様式第５号）を知事に提出しなければならな

い。 

２ 知事は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは、変更交付決定を行い、変更交付決定通知書（様式第６号）により事業

者に通知するものとする。 



 

 （概算払） 

第８条 事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第７

号）により知事に請求しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と

認めるときは補助金の全部又は一部について概算払するものとする。 

 

 （実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書

（様式第８号）を、事業の完了の日（交付決定日が事業完了後の場合は、交付決定通

知を受領した日）から起算して１か月を経過した日（第５条第２号により事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受領した日から１か月を経過した

日）又は交付決定を受けた年度の翌年度の４月10日までのいずれか早い日までに知事

に提出しなければならない。 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年10月18日から施行し、令和５年10月1日から令和６年３月31

日までの補助金について適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条、第４条関係） 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

次により算定した額の合計額 

陽性患者が入院した病床であり、当該患者が退院した後に一定

期間空床にする必要がある病床（受入病床）及び病室の閉鎖など

の事情により休止せざるを得ない病床（休止病床）の空床確保に

係る経費のうち知事が必要と認めた額とし、医療機関及び病床の

種別ごとの補助上限額はアのとおりとする。 

また、休止病床については、受入病床１床あたり休床１床ま

で（ICU・HCUが即応病床の場合は休床２床まで）を補助の上限

とする。 

病床確保日数については、イの日数の合計とする。 

 

【特定機能病院等】 

ア 受入病床及び休止病床 

以下の金額に病床確保日数を乗じた金額 

①ＩＣＵ  １床当たり 174,000円/日 

②ＨＣＵ  １床当たり  85,000円/日 

③上記以外 １床当たり   30,000円/日 

   （ただし、「新型コロナウイルス感染症の令和５年10月以降の

医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について（令和

５年９月15日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事

務連絡。以下「令和５年９月15日事務連絡」という）」に基づ

く、重症・中等症Ⅱ患者、特別な配慮が必要な患者、医師の判

断で特に高いリスクが認められる患者を受け入れる病床以外の

病床（療養病床含む。）は16,000円／日） 

 

 

 

※ 特定機能病院等とは、特定機能病院及び特定機能病院と同程

度に新型コロナウイルス感染症の重症患者を受け入れている医

療機関とする。特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス感

染症の重症患者を受け入れている医療機関は、具体的には、体

外式膜型人工肺による治療を行う患者が延べ３人以上の月又は

人工呼吸器による治療を行う患者が延べ10人以上の月がある医

療機関とする。 

 

 

イ 病床確保日数 

 院内感染発生後、新型コロナウイルス感染症患者が入院した

日から、当該患者全員が療養解除となった日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病床確保料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分の 10 

 



【その他医療機関】 

ア 受入病床及び休止病床 

以下の金額に病床確保日数を乗じた金額 

①ＩＣＵ  １床当たり 121,000円/日 

②ＨＣＵ  １床当たり  85,000円/日 

③上記以外 １床当たり   29,000円/日 

   （ただし、令和５年９月15日事務連絡）に基づく、重症・中等

症Ⅱ患者、特別な配慮が必要な患者、医師の判断で特に高いリ

スクが認められる患者を受け入れる病床以外の病床（療養病床

含む。）は16,000円／日） 

 

 

イ 病床確保日数 

 院内感染発生後、新型コロナウイルス感染症患者が入院した

日から、当該患者全員が療養解除となった日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


